
京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

令和６年５月１０日 

京都市長  松 井 孝 治 

京都市規則第   号 

京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則 

京都市市税条例施行細則の一部を次のように改正する。 

第４条を次のように改める。 

第４条 削除 

第４条の２を削り、第４条の３を第４条の２とし、第４条の３の２を第４条の３とする。 

第４条の６第１項第５号中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

附則第１５項中「附則第７項又は第８項」を「附則第８項又は第９項」に、「附則第７

項各号又は第８項各号」を「附則第８項各号又は第９項各号」に改め、同項を附則第１６

項とする。 

附則第１４項中「附則第７項又は第８項」を「附則第８項又は第９項」に、「附則第７

項各号又は第８項各号」を「附則第８項各号又は第９項各号」に改め、同項を附則第１５

項とする。 

附則中第１３項を第１４項とし、第５項から第１２項までを１項ずつ繰り下げ、第４項

の次に次の１項を加える。 

５ 条例附則第５条の８第１項及び第３項に規定する別に定める場合は、条例第２８条第

１項第１号に規定する公的年金等に係る所得を有する特別税額控除対象納税義務者（条

例附則第５条の５第１項に規定する特別税額控除対象納税義務者をいう。）に係る均等

割額を条例第３２条の３第１項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合とす

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第４条の６の改正規定は、令和７年４

月１日から施行する。 

（関係規則の一部改正） 

２ 次に掲げる規則の規定中「から第４条の３まで」を「及び第４条の２」に改める。 

⑴ 京都市宿泊税条例施行規則第８条 

４



⑵ 京都市非居住住宅利活用促進税条例施行規則第１０条 

（行財政局税務部税制課） 


